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通信制⾼校の75年のあゆみ

通信制の誕⽣

学校教育法で通信制教
育が制定された

1948

⾼等学校通信教育の質保証

多様化する通信制⾼校
の仕組みの充実・厳正
さが求められる。（教
育の質保証）

2023

現代の通信制課程の基礎

学校教育法等の⼀部を
改正する法律によって
⾼等学校の「通信制の
課程」規定された

1961

通信制⾼校で⾼卒が可能

⾼等学校通信教育のみ
で⾼等学校の卒業が可
能になった

1955

私⽴通信制⾼校が100校に達する

私⽴通信制⾼校が急増
し、100校を超え、通
信制⾼校の⽣徒数は18
万⼈（内、私⽴は9万
⼈）を超える

2005
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04
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現在の通信制⾼校状況

通信制⾼校に在籍する⽣徒の就
業状況や実態について

在籍⽣徒の就業状況および実態

⾼等学校の学校数推移について

⾼等学校の学校数

通信制課程の単位修得者数につ
いて

通信制課程の単位修得者数

⾼等学校の⽣徒数推移について

公私別、全（定）通別表

⾼等学校の⽣徒数

近年通信制⾼校に求められるニーズが⼤きく変化しています。通信制は「学業と仕事の両⽴」を希望される⽅の為の制度として始
まりました。その後は在籍する全⽇制や定時制⾼校を学業不振や問題⾏動に伴う理由で中途退学・留年をした⽅が新しい学びの場
として、転・編⼊学で通信制⾼校を選択するようになります。現在は⼩中学校時代に不登校を経験されている⽅や、学⼒不安や発
達課題を抱え学校⽣活において様々な⽀援を要する⽅、起⽴性調節障害などを理由に朝からの登校が困難なケースや集団⾏動に苦
⼿意識があり全⽇制⾼校に通学がし難い⽅などが通信制⾼校を選択されています。

現在の通信制⾼校に求められているものとは



01 在籍⽣徒の就業状況および実態

通信制⾼校に在籍する⽣徒の就業状況及び実態等



02 ⾼等学校の⽣徒数

⾼等学校の⽣徒数（公私別推移）

⾼等学校の⽣徒数の推移について、近年、全⽇制、定時制課程の⽣徒数は減少傾向にあるが、通信制課程の⽣
徒数は全体として増加傾向にある。
公私別で⾒れば、私⽴通信制の⽣徒数が⼤きく増加している⼀⽅で公⽴通信制の⽣徒数は徐々に減少している。
（平成１２年から２０年間で、私⽴の⽣徒数は２倍以上に増加する⼀⽅で、公⽴の⽣徒数は半減）



03 ⾼等学校の学校数

⾼等学校の学校数（公私別推移）

⾼等学校の学校数の推移について、近年、全⽇制・定時制課程を置く⾼等学校の校数は全体として減少傾向に
あるが、通信制課程を置く⾼等学校の校数は全体として増加傾向にある。
公私別で⾒れば、公⽴通信制の校数はわずかに増加している⼀⽅で私⽴通信制の校数は⼤きく増加している。



04 通信制課程の単位修得者数

通信制課程の単位修得者数（公私別推移）

通信制課程の単位修得者数は、全体として増加傾向にある。
公私別で⾒れば、全体の⽣徒のうち単位修得者が占める割合は、私⽴通信制の⽅が公⽴通信制よりも⾼い状況
が続いており、令和元年度では、公⽴通信制が４９．２％、私⽴通信制が８５．９％となっている。
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通信制⾼校の仕組み

〇 通信制とは

〇 単位制とは

⽇本の⾼等学校には「全⽇制」「定時制」「通
信制」と課程が３つあり、通信制はそのうちの
１つです。
主な特徴として、⾼校在学中に⾏う学習量の基
準が異なります。学習指導要領においては、通
信制⾼校の学習量の基準として、各教科・科⽬
ごとにスクーリング（登校による⾯接指導）と
レポート（添削指導）の回数が１単位ごとに決
められています。
全⽇制と⽐較すると学習量の下限が⽐較的緩や
かな基準ですが、学校によっては、週に１⽇登
校や、２⽇、３⽇登校、毎⽇登校など、多様な
形態でコース設定を⾏っており、下限の学習基
準を満たすだけではない学習形態となっていま
す。

学年ではなく、単位を基準として学習量が決定される仕組みです。
通信制⾼校の⼤半がこの単位制を採⽤しています。各⽣徒のニーズに合わせた学習計画を⽴てることが可能
な仕組みです。１年間に履修できる単位数は、各校により定められています。また、⾼校卒業に必要な最低
単位数７４単位修得までの計画は、各個⼈によって異なります。単位を基準に考える制度のため、年度内に
単位修得できない科⽬については、次年度に再履修し修得を⽬指すことが可能です。学年が存在しない為
「原級留置」が無いことも⼤きな特徴の１つです。



通信制⾼校の仕組み

〇 単位修得の仕組み・⽅法
通信制⾼校では、スクーリング・レポート・単位認定試験の３つを中⼼に学習を進め、科⽬ごとに単位修得を⽬指し
ます。⾼校卒業に必要な修得単位数は７４単位以上です。また、７４単位の修得単位の中には、⾼校の必履修科⽬の
履修・修得が必要となります。
通信制⾼校には、他校からの転⼊学や編⼊学で在籍している⽣徒も多くいますが、他校での在籍経験があった場合、
その在籍期間や修得単位は通算在籍期間や通算修得単位として認定されるケースが⼤半です。
また、３年間の⾼校⽣活の中で、学習ペースを調整することも可能です。また、事情があって進級できず、転校する
場合でも単位を平均より多く修得することを⽬指して頑張れば、同級⽣と同じ時期に卒業を迎えることも可能です。



通信制⾼校の仕組み

〇 卒業要件
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通信制⾼校のスクーリングと通学

通信制での学び

通信制⾼校は登校⽇数

ではなく出席⽇数が基準

年間の登校⽇数が約１８０⽇となる全⽇制⾼校と⽐較して、通信制⾼校の登校⽇数は少ないと考えるのが基本です。通信制⾼校は
そもそも単位制の通信教育の制度を前提としているため、進級・卒業条件に登校⽇数を設定しているケースが少ないです。学校へ
の登校の考え⽅は前述のとおり、履修科⽬ごとに設定されている、スクーリング（⾯接指導）の規程時間数の出席時間数を主に考
えられており、「登校すべき⽇数」ではなく、「出席すべき時間数」で学習計画が考えられます。⽣徒は個々で履修している単位
数が異なるため、その時間数は個々によって異なります。これを登校⽇数で考えるとスクーリングや特別活動、試験などを含めて
年間１０⽇間〜３０⽇間ほどの登校⽇数となります。

通信制⾼校の登校⽇数の考え⽅ 全⽇制⾼校との⽐較



通信制⾼校のスクーリングと通学

通学型の通信制⾼校とは？

通信制⾼校における教育課程は、①ス
クーリング（⾯接指導）、②レポート
（添削指導）、③試験で構成されており、
この他に④多様なメディアを利⽤した指
導を実施した場合は、⾯接指導の⼀部免
除が認められています。昨今では、この
教育課程の学習に加えて、学校に通学し
て学ぶ⽣徒が増加しており、「通学型」
のコースを設置している通信制⾼校も多
く存在します。⽣徒は⽇常的に学校に通
学し、学習活動の⽀援や⽣活、進路指導
⾯での⽀援を受けています。

スクーリング（⾯接指導）

※多⽤なメディアを利⽤した指導

レポート（添削指導）

試験



04 変化する通信制⾼校の学びの形

02



通信制⾼校に求められるニーズが⼤
きく変化してきたことにより、通信
制⾼校の学びの形も⼤きく変化して
きました。正規の教育課程のみの学
習量より、さらに多くの学習ができ
る形態の学校が増加したことにより、
学校による特⾊が⾊濃く出てくるよ
うになりました。

変化する通信制⾼校の学びの形

従来は、１年間の登校期間のうち、スクーリング期間のみを登校する学習スタイルが通信
制⾼校の特⾊でしたが、「⾃分のペースでより多く登校したい」というニーズに合わせて、
スクーリングに付加をした登校機会を多く設け、特⾊のある教育内容を設定する学校が増
加してきました。それにより、⽣徒にとって学びの選択肢が広がる魅⼒も⾼まっているこ
とが⼤きな特徴として挙げられますが、その反⾯、通信制⾼校の学習制度が「複雑化」し
ている側⾯も考えられます。



変化する通信制⾼校の学びの形

（１）スクーリング（⾯接指導）の開講時間数

スクーリング（⾯接指導）の開講時期や時間数
で学習⽅法の特⾊を出すケースです。従来の通
信制⾼校のイメージにそった「年間登校⽇数の
少なさ」を特徴としてあげるケースや、スクー
リングの開講時間数を多く設定することによる
「登校時期を選択できる」ことを特⾊に出す学
校もあります。

（２）通学型コース

週に１⽇以上の登校機会を設け正規の教育課程
に加え多様な学習を設定するケースです。

「通学型」のカリキュラムの特徴（⼀例）
・習熟度別指導を積極的に取り⼊れている
・義務教育段階の学び直しに⼒を⼊れている
・⼤学⼊試対策に⼒を⼊れている
・職業教育に⼒を⼊れている
・集団活動や⼈間関係づくり、コミュニケーションスキ
ルの育成等の機会を積極的に設けている
・・・など



変化する通信制⾼校の学びの形

（３）ネット学習型のコース

インターネットを使⽤した学習形態を学習⽅法
の特⾊として設定する学校も出てきています。
学校独⾃の学習ツールに加えて、外部の学習
ツールなどと連携しているケースもあります。
注意点としては、インターネットの学習のみで、
通信制⾼校の正規の教育課程を修了させること
はできず、必ず学校へ登校し、スクーリングの
出席が必要になるという点です。

（４）外部教育機関（サポート校）と提携する学校

⾃校の教育施設だけでなく、外部の教育機関と
提携しているケースです。この形態が昨今の通
信制⾼校の学習形態で⼀番複雑な形となってい
ます。この形態は、通信制⾼校と同時に他のサ
ポート校に⼊学しているケースも多く、ダブル
スクールとなっていることが特徴です。
サポート校での学習のみでは、⾼等学校の単位
修得はできませんので、⾃⾝が学ぶ教育施設が
どのような形態かをしっかり理解して選択する
ことが重要です。
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都道府県教育委員会の指定を受け、その実施する技能教育の学修成果を提携する⾼
校の⼀部の教科の履修とみなす教育施設で、主に専⾨学校（⾼等課程）や⾼等専修
学校と連携している場合が多いです。技能教育にはその技能教育施設の指導者が技
能教育を実施し、その施設の⼀部を使⽤して、通信制⾼校の教員がスクーリング等
を⾏うことで⾼校卒業資格と技能教育施設の修了・卒業資格を同時に得ることがで
きます。

技能教育施設で学ぶことができる技能は、情報処理、商業実務、服飾、家政、美容、
動物、⽂化、教養などがあり、全国に約２８０校あります。

通信制⾼校と提携する教育施設

技能連携校



通信制⾼校と提携する教育施設

サポート校
サポート校の仕組みと学費について

サポート校とは、通信制⾼校とは別組織として運
営されている⺠間施設のことです。サポート校⾃
体には⾼校を卒業させる資格が無く、あくまでも
在籍している通信制⾼校の学習⽀援（サポート）
することを⽬的としています。
⼀般的にサポート校は、○○⾼等学院や○○⾼等
部、○○スクールなどの名称で設置されているこ
とが多いです。
サポート校は通信制⾼校のサポートという位置付
けで、⾼等学校のカリキュラムと混同するような
内容を実施しているケースもありますが、実際は
通信制⾼校としての学習活動としては認められて
いません。
サポート校にかかる学費は様々ですが、平均とし
ては７０万円程度になります。
このサポート校の学費とは別に在籍する通信制⾼
校の学費も必要となりますので、通信制⾼校に単
独で在籍するよりも学費が多くかかることが⼀般
的です。
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06 ⾼等学校通信教育の質保証

〇 通信制課程における教育課程の編成・実施の適正化（⼀例）

「令和の⽇本型学校教育」の構築を⽬指して（答申）、中央教育審議会及び新しい時代の⾼等学校教育の在り
⽅ワーキンググループの審議を踏まえ、学校教育法施⾏規則、⾼等学校設置基準、⾼等学校通信教育規程等の
⼀部改正等が⾏われました。その中で、通信制⾼校に関係する「⾼等学校通信教育の質の保証」の内容が定め
られ、多様化する通信制⾼校の仕組みの充実、厳正さが強く求められる、新しいルールが定められることにな
り、全国の通信制が⾼校が、今⼀度⾃校の教育内容を⾒直す機会となっています。

・通信教育実施計画の作成・明⽰等
通信教育の⽅法・内容や１年間の計画等を科⽬ごとに記載した計画を作成し、明⽰するものとする

・同時にスクーリング（⾯接指導）を受ける⽣徒数
同時にスクーリング（⾯接指導）を受ける⽣徒数は少⼈数とすることを基本としつつ、４０⼈を超えないものである

・関係法令の趣旨明確化
試験は、レポート、スクーリングとの関連を図り、その内容及び時期を適切に定めなければならない
多様なメディアを利⽤して⾏う学習によりスクーリング等の時間数を免除する場合には、本来⾏われるべき学習の量・質を低下
させることがないよう、免除する時間数に応じて報告課題等の充実を図るものとする
集中スクーリングは、多くとも１⽇８単位時間までを⽬安に設定するなど、⽣徒・教師の健康⾯・指導⾯の効果を考慮して適切
に定めるものとする

〇 サテライト施設の教育⽔準の確保

〇 主体的な学校運営改善の徹底



06 ⾼等学校通信教育の質保証

〇 学校評価の充実

お問い合わせ先

全国通信制⾼等学校評価機構
HPアドレス https://tsushin-hyoka.org/
（HPをご覧ください）

通信制⾼校の第三者評価を請け負うNPO法⼈
通信制⾼等学校全体の教育の質の確保・向上を図ることを⽬的とし、通信制⾼等学校の第三者評価を事業の⼀
環として実施する特定⾮営利活動法⼈（NPO）として設⽴しました。

評価機構は通信制⾼校の第三者評価事業の他、ガイドラインに関する質問や、学校の運営に関わる相談に応じ
るとともに、様々な研修会への講師派遣も⾏っております。


